
「地方消費者行政活性化基金」の活用状況等について

○ 「活性化計画」、「事業計画」、地方公共団体へのヒアリングを基に、「基金」の活用状況等を整理。
○ 平成21年度は47都道府県で約３７億円、平成22年度は約６２億円を取崩し。

メニュー別「基金」活用状況（22年度見込み）

○ 消費生活センター・相談窓口設置・・・・・・・・・・・・・
○ 消費生活相談員養成、研修開催・参加支援・・・・・
○ 相談員配置・増員等（人件費）・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 相談窓口高度化････････････・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 消費者教育・啓発････････････・・・・・・・・・・・・・・・
○ 商品テスト強化････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 地方苦情処理委員会活性化･・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 食品表示・安全機能強化･･･・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ オリジナル事業（提案事業）･･･・・・・・・・・・・・・・・・
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消費生活センター設置：２年間で１５０箇所程度増加

○ 平成21年４月１日時点：５０１箇所

＜平成21年度中の新増設＞
○ 新たに３７箇所で設置。
・都道府県（０）、市区（３３）、町（３）、村（０）、一部事務組合等（１）
・鹿児島県（７）、茨城県（６）、埼玉県（３）、福岡県（３）、熊本県（３）等

＜平成22年度の見込み（事業計画ベース）＞
○ 新たに１１３箇所で設置予定。
・都道府県（２）、市区（86）、町（23）、村（１）、一部事務組合等（１）
・兵庫県（27）、埼玉県（11） 等

相談窓口設置：２年間で１３０程度の自治体で増加

○ 平成21年４月１日時点：１，０１０の自治体で設置

＜平成21年度＞
○ 新たに８９自治体で設置。
・福岡県（18）、鳥取県（14）、香川県（８）、宮崎県（７） 等

＜平成22年度の見込み（事業計画ベース）＞
○ 新たに４３の自治体で設置予定。
・青森県（７）、福岡県（７）、茨城県（６）、神奈川県（５） 等

相談員の増員：２年間で５５０名程度増員

○ 平成21年４月１日時点：２，８００名

＜平成21年度＞
○ 定数内を含めて３０４名増員。（ ）内は増員数
・北海道（17名）、埼玉県（17）、茨城県（16）、東京都（16）、熊本県（16） 等

○ ２２０の地方公共団体で相談員を配置、増員。
○ 「基金」を活用して相談員を配置・増員したのは１４７名。

＜平成22年度の見込み（事業計画ベース）＞
○ ２５０名程度増員。

消費者行政予算：基金と自主財源を合わせて約１９７億円

＜消費者行政予算（基金を除く自主財源） （事業計画ベース）＞

（合計） （基金（実績ベース）） （基金を除く自主財源※）
○ 平成21年度： 約１６６億円 約３７億円 約１２９億円

（合計） （基金） （基金を除く自主財源※ ）
○ 平成22年度： 約１９７億円 約７２億円 約１２５億円

※ 消費者行政本課及び「消費生活センター」以外の部署における消費者行政
関係予算を含む。

相談員の処遇改善：２年間で１８０程度の自治体で報酬引き上げ

＜平成21年度＞
○ １０都府県で相談員の報酬引上げ
・茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、兵庫県、奈良県、
鳥取県、福岡県

○ 市区町村では６５自治体で報酬引上げ
・兵庫県（６）、東京都・神奈川県（５）、静岡県（４）、滋賀県（４）、福岡県（４） 等

＜平成22年度の見込み（事業計画ベース）＞
○ １０程度の県、１００程度の市町村で報酬引き上げ
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